
議案 第 ３８ 号

三宅町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

三宅町印鑑条例（平成５年９月三宅町条例第１２－２号）の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定するものとする。

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

三宅町長 森 田 浩 司





三宅町印鑑条例の一部を改正する条例

三宅町印鑑条例(平成５年９月三宅町条例第１２－２号)の一部を次のように改正す

る。

第18条を第19条とし、第15条から第17条までを1条ずつ繰り下げる。

第14条中「前条」を「第13条」に改め、同条を第15条とし、第13条の次に次の1条を

加える。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードをいう。以下同じ。)

を所持する登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番

号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電

気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備

であつて電子証明等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたも

のに限る。)を用いて、かつ、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に

係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続され

た通信端末機器をいう。)に必要な事項を自ら入力することにより、町長に印鑑登録

証明書の申請をし、その交付を受けることができる。

附 則

（施行期日）

この条例は、令和 7年 1月 1日から施行する。
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三 宅 町 印 鑑 条 例 ( 平 成 5 年 条 例 第 1 2 号 の 2 ) の 一 部 を 改 正 す る 条 例 新 旧 対

照 表

改 正 後 （ 案 ） 現 行

( 多 機 能 端 末 機 に よ る 印 鑑 登 録 証

明 書 の 交 付 )

第 1 4 条 個 人 番 号 カ ー ド ( 行 政 手

続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す

る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 ( 平 成 2 5 年 法 律 第 2 7 号 ) 第 2 条

第 7 項 の 個 人 番 号 カ ー ド を い う 。

以 下 同 じ 。 ) を 所 持 す る 登 録 者 は 、

個 人 番 号 カ ー ド ( 電 子 署 名 等 に 係

る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機

構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 ( 平 成

1 4 年 法 律 第 1 5 3 号 ) 第 2 2 条 第 1 項 に

規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド 用 利 用

者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ

た も の に 限 る 。 ) 又 は 移 動 端 末 設

備 ( 電 気 通 信 事 業 法 ( 昭 和 5 9 年 法

律 第 8 6 号 ) 第 1 2 条 の 2 第 4 項 第 2 号

ロ に 規 定 す る 移 動 端 末 設 備 で あ

つ て 電 子 証 明 等 に 係 る 地 方 公 共
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団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業

務 に 関 す る 法 律 第 3 5 条 の 2 第 1 項

に 規 定 す る 移 動 端 末 設 備 用 利 用

者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ

た も の に 限 る 。 ) を 用 い て 、 か つ 、

多 機 能 端 末 機 ( 地 方 公 共 団 体 情 報

シ ス テ ム 機 構 の 使 用 に 係 る 電 子

計 算 機 を 経 由 し て 本 町 の 使 用 に

係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線

で 接 続 さ れ た 通 信 端 末 機 器 を い

う 。 ) に 必 要 な 事 項 を 自 ら 入 力 す

る こ と に よ り 、 町 長 に 印 鑑 登 録 証

明 書 の 申 請 を し 、 そ の 交 付 を 受 け

る こ と が で き る 。

( 代 理 申 請 等 ) ( 代 理 申 請 等 )

第 1 5 条 登 録 申 請 者 又 は 登 録 者

が 、 第 3 条 、 第 4 条 、 第 7 条 第 2 項 、

第 8 条 、 第 9 条 及 び 第 1 3 条 の 申 請 等

を 、 病 気 そ の 他 や む を 得 な い 理 由

に よ り 自 ら 行 う こ と が で き な い

と き は 、 代 理 人 に よ り 行 う こ と が

で き る 。

第 1 4 条 登 録 申 請 者 又 は 登 録 者

が 、 第 3 条 、 第 4 条 、 第 7 条 第 2 項 、

第 8 条 、 第 9 条 及 び 前 条 の 申 請 等

を 、 病 気 そ の 他 や む を 得 な い 理 由

に よ り 自 ら 行 う こ と が で き な い

と き は 、 代 理 人 に よ り 行 う こ と が

で き る 。
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2 前 項 の 場 合 に お い て 、 第 8 条 及

び 第 1 3 条 の 申 請 を 除 き 、 委 任 の 旨

を 証 す る 書 面 を 添 え な け れ ば な

ら な い 。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 第 8 条 及

び 前 条 の 申 請 を 除 き 、 委 任 の 旨

を 証 す る 書 面 を 添 え な け れ ば な

ら な い 。

3 第 8 条 及 び 第 1 3 条 の 申 請 に つ い

て 、 登 録 者 以 外 の 者 に よ り 印 鑑 登

録 証 を 添 え て 申 請 が さ れ た 場 合

は 、 当 該 申 請 を 登 録 者 の 授 権 に よ

る 代 理 人 の 申 請 と み な す 。

3 第 8 条 及 び 前 条 の 申 請 に つ い

て 、 登 録 者 以 外 の 者 に よ り 印 鑑 登

録 証 を 添 え て 申 請 が さ れ た 場 合

は 、 当 該 申 請 を 登 録 者 の 授 権 に よ

る 代 理 人 の 申 請 と み な す 。

( 閲 覧 の 制 限 ) ( 閲 覧 の 制 限 )

第 1 6 条 （ 略 ） 第 1 5 条 （ 略 ）

( 質 問 調 査 ) ( 質 問 調 査 )

第 1 7 条 （ 略 ） 第 1 6 条 （ 略 ）

( 三 宅 町 行 政 手 続 条 例 の 適 用 外 ) ( 三 宅 町 行 政 手 続 条 例 の 適 用 外 )

第 1 8 条 （ 略 ） 第 1 7 条 （ 略 ）

( 規 則 へ の 委 任 ) ( 規 則 へ の 委 任 )

第 1 9 条 （ 略 ） 第 1 8 条 （ 略 ）


